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 地域におけるジェンダー平等推進事業企画・運営業務委託 企画提案仕様書 

 
１ 委託業務名 

地域におけるジェンダー平等推進事業企画・運営業務委託 
 
２ 事業目的 

地域におけるジェンダー平等を推進するため，地域住民を対象とした啓発イベントの
開催や市町村長等を対象とした自治体トップセミナー等を実施する。 

 
３ 履行期限 
  令和７年３月 31 日（月） 

 
４ 委託費 
  3,889,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 
 
５ 事業内容 
 ⑴ 地域住民を対象とした啓発イベントの開催 

ア 目的 
地域におけるジェンダー平等を推進するため，地域住民の方々を対象に，一人ひ

とりに気づきと行動変容を促す普及啓発イベントを開催する。 
また，市町村及び県男女共同参画地域推進員(以下，「地域推進員」という。)と

連携・協働して開催することにより市町村の継続した取組のきっかけとする。 

イ 対象 
若者から高齢者まで，様々な世代を対象とする。 
特に，これまで男女共同参画やジェンダー平等に関心の低かった地域住民の方や

地域づくりに大きな役割を担っている自治会，地域コミュニティ，女性団体，家庭
教育学級などの地域団体の方の参加を促す。 

ウ 内容 
① 講演等 
  一般的な講演に限定せず，例えばジェンダーに関連のある落語などジェンダー

平等や男女共同参画に関心の低い層が興味を持ち，考えるきっかけとなるような
内容とする。 

② 事例発表 

開催市町村において，男女共同参画・ジェンダー平等を推進する取組を行って
いる地域推進員による事例発表を行う。 

③ ワークショップ 
一人ひとりに気づきと行動変容を促すための意見交換等を行う。 

  エ 開催地域，回数，時間 
県内２市町村（本土１，離島１）で１回ずつ開催(当室において調整中)。１回あ

たり３時間程度とする。 
オ 参加方式 

対面及びオンラインのハイブリッド方式 
カ 参加者数 

各回 200 人（対面 150 人，オンライン 50 人）程度とする。（提案内容による増

減は可） 
なお，参加者募集に当たっては，ポスター・チラシの作成のほか，様々な世代か

ら多くの参加者を呼びこむための広報や仕掛けを行うこととする。 
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キ 会場 

参加者の利便性を踏まえた会場を選定すること。また，150 人程度の対面参加者
が和やかな雰囲気で参加できる会場（屋内外は問わない。）や演出とする。 

ク 参加料 
無料とする。 

ケ 開催時期 
概ね令和６年 11 月～12 月頃（⑵の開催前までに実施） 

  
⑵ 市町村長を対象とした自治体トップセミナーの開催 
ア 目的 

地域において男女共同参画・ジェンダー平等が推進されるためには，県民の最も 

身近な行政機関である市町村の取組が極めて重要である。 
そこで，自治体トップが先頭に立ち，それぞれの市町村で男女共同参画の視点に 

立った施策が展開されるよう，好事例や課題を共有し，男女共同参画に対する理解 
をさらに深めるためのセミナーを開催する。 

イ 対象 
  市町村長等，県地域振興局及び支庁長等 

ウ 内容 
① 基調講演 
 (ア) テーマ 

「地域におけるジェンダー平等の必要性」(仮) 
 (イ) 講師 

    著名かつ影響力のあるジェンダー平等の専門家 
※ 県において，想定している専門家と調整中（７月末までを目途） 
 想定している専門家が講演できない場合は，企画提案項目とする。 
なお，県が想定している講師に関する質問がある場合は，質問者に対

して県から個別に回答する。 
② パネルディスカッション 

(ア) 事例発表 

・ 先進自治体による取組発表（兵庫県豊岡市職員） 

・ 地域イベント開催報告（⑴のイベントを開催した２市町村長） 

※ なお，企画提案に当たって，事例発表者に関する質問がある場合は，
応募者が本人に直接連絡を行うのではなく，県がまとめて問い合わせる

こととする。 
 (イ) 意見交換 

・ テーマ 
「地域におけるジェンダー平等を推進するための組織トップの役割」（仮） 

・ コーディネーター(１人) 

ウ①(イ)の講師等 

・ パネリスト(５人) 

県(１人)，市町村長(地域イベントの開催市町村：２人)，先進自治体（兵 

庫県豊岡市），県男女共同参画審議会会長 

エ 開催地域，回数，時間 
県内１か所（鹿児島市）で１回開催。１回あたり２時間 30 分程度とする。 

オ 参加方式 
対面及びオンラインのハイブリッド方式 

カ 参加者数 
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150 人（対面 100 人，オンライン 50 人）程度を想定。 

なお，市町村，地域振興局及び支庁に対する出席依頼，連絡・調整は当室で行い，
受託業者はそのサポート（出席者の取りまとめや名簿作成等）を行う。 

キ 会場 
100 人程度の対面参加者の利便性を踏まえた会議室やホール等を選定すること。 

ク 参加料 
無料とする。 

ケ 開催時期 
令和７年１月頃 
 

⑶ 様々な広報媒体を活用した効果的な普及啓発 

ア 目的 
既存の広報ツール(鹿児島県ジェンダー平等推進のシンボルデザイン，県が作成

したジェンダー平等に関する啓発動画，かごしまジェンダー平等推進ポータルサイ
ト)を活用し，街頭ビジョンやＳＮＳ広告等の様々な媒体で情報発信を行い，男女
共同参画・ジェンダー平等に関する普及啓発を図る。 

イ 内容 

① 県作成の男女共同参画・ジェンダー平等推進に関する啓発動画を活用し，街
頭ビジョンやＳＮＳ広告等を通じた広報を実施する。（動画データは県が提供
する。） 

② 男女共同参画社会の実現に向けたキャッチフレーズの作成及び同フレーズ
を使用した広報手法の提案 

     ※ キャッチフレーズは，根強く存在する固定的な性別役割分担意識や無意識
の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消に向けて県民に気づきと行動
変容を促すきっかけとなるものとする。 

【男女共同参画社会】について 
「男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動を参画する機会が確保され，もって男女が均等に政
治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に
責任を担うべき社会」（男女共同参画社会基本法第２条） 

【男女共同参画社会の形成を通して目指す姿】について 
一人ひとりの人権が尊重され 

○多様な生き方が選択でき，個性や能力が発揮できる社会 
○誰もが安心して暮らすことができる地域社会 

 
③ その他，独自の提案による効果的な普及啓発 

ウ 実施時期 
 業務委託契約締結後速やかに着手し，期間限定的な配信とするのではなく，委託 
期間を通じて配信を行うよう努めることとする。 

 
６ 委託業務内容 

「５ 事業内容」に関する以下の企画運営業務を委託する。 
なお，下線部分については，事業企画書に内容を記載すること。 

⑴ 地域住民を対象とした啓発イベントの開催 
ア 事業企画書の作成 
イ 司会者，講演等の出演者，コーディネーターの選定，依頼・調整及び手配 
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ウ 開催市町村との連絡・調整 

エ 会場及び演出の提案・会場確保(必要に応じて開催市町村と調整すること。) 
オ 事業実施スケジュールの作成及び進行管理 
カ 参加者の募集（募集ポスター（200 枚程度）・チラシ（3,000 枚程度）の作成，

広報活動等） 
キ 参加申込の受付及びその個人情報の管理 
ク 参加者への通知・連絡 
ケ 当日資料の作成 

・ プログラム 
・ 運営マニュアル（タイムスケジュール，スタッフ配置表等） 
・ 当日配布資料 

・ アンケート様式 等 
コ 当日運営 
・ 時間管理 
・ 司会者や講演等の出演者，コーディネーター，運営スタッフ等の配置 
・ 参加者の受付，誘導及び場内整理 
・ 会場の設営・撤去(県が所有するパネル展示やかごしまジェンダー平等推進の

シンボルデザインの掲示等を含む。) 
・ オンライン開催に必要な業務・機材・人員 
・ 託児対応（６か月～未就学児） 

サ 事業開催時の参加者へのアンケートの実施，回収及び集計 
シ 県民への効果的な情報発信に繋がるような開催記録の作成 

ス 事業報告書の作成 
セ その他事業実施に必要な業務 
 

⑵ 市町村長を対象とした自治体トップセミナーの開催 
ア 事業企画書の作成 
イ 司会者，基調講演講師の選定(県において想定している講師以外の場合) 
ウ 司会者，基調講演講師，事例発表者，パネリストへの依頼・調整及び手配 
※ 事例発表者への依頼は当室で実施 
※ なお，企画提案に当たって，基調講演講師及び事例発表者に関する質問がある

場合は，応募者が本人に直接連絡を行うのではなく，県がまとめて問い合わせる
こととする。 

エ 会場の提案・確保 
オ 事業実施スケジュールの作成及び進行管理 
カ 参加者募集用チラシの作成(データ) 
キ 参加申込の受付及びその個人情報の管理 
ク 当日資料の作成 

・ プログラム 
・ 運営マニュアル（タイムスケジュール，スタッフ配置表等） 
・ 当日配布資料 
・ アンケート様式 等 

ケ 当日運営 
・ 時間管理 

・ 司会者や基調講演講師，パネルディスカッションの登壇者，運営スタッフ等の
配置 

・ 参加者の受付，誘導及び場内整理 
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・ 会場の設営・撤去(県が所有するパネルやかごしまジェンダー平等推進のシン

ボルデザインの掲示等を含む。) 
・ オンライン開催に必要な業務・機材・人員 

コ 事業開催時の参加者へのアンケートの実施，回収及び集計 
サ 県民への効果的な情報発信に繋がるような開催記録の作成 
シ 事業報告書の作成 
ス その他事業実施に必要な業務 

 
⑶ 様々な広報媒体を活用した効果的な普及啓発 

ア 街頭ビジョン等を通じた広告 
① 利用する街頭ビジョンの選定や広告ターゲットの設定，広告期間・頻度の調整 

② 街頭ビジョンの手配 
③ その他事業実施に必要な業務 

イ SNS 広告を通じた広告 
① 利用する SNS の選定や広告配信するターゲットの設定，広告期間・頻度の調整 
② SNS 広告の手配 
③ その他事業実施に必要な業務 

  ウ 男女共同参画社会の実現に向けたキャッチフレーズの作成及び同フレーズを使
用した広報手法の提案 

  エ その他，独自の提案による効果的な普及啓発 
 
７ 成果品 

以下に定める成果品を，指定する期限までに鹿児島県へ提出する。 

成果物 期限 

⑴ 地域住民を対象とした啓発イベントの開催 

 ・ 事業報告書（データ及び紙） 令和７年３月 31 日（月） 

 ・ 開催記録 ⑵のセミナー開催の１週間前まで 
※⑵のセミナーで配布することを
想定 

⑵ 市町村長を対象とした自治体トップセミナーの開催 

 ・ 事業報告書（データ及び紙） 令和７年３月 31 日（月） 

 ・ 開催記録 令和７年３月 31 日（月） 

⑶ 様々な広報媒体を活用した効果的な普及啓発 

 ・ 事業報告書（データ及び紙） 令和７年３月 31 日（月） 

 
８ 著作権等の取扱い 
(1) 本委託業務に関する制作物の著作権は，鹿児島県に帰属するものとする。 
(2) 本著作権には，著作権法第 27 条及び第 28 条で定める権利を含む。 
(3) 受託事業者は，鹿児島県の同意を得なければ，著作権法第 18 条及び第 20 条に規定
されている権利を行使することができない。 

(4) 成果品の利用（二次利用等）については，県が使用するために必要な範囲で，随時
利用できるものとする。 

 
９ その他 

(1) 本委託業務の実施に当たっては，男女共同参画・ジェンダー平等の視点に十分に配
慮することとする。(県男女共同参画基礎講座等の県主催の男女共同参画・ジェンダ
ー平等に関する講座やセミナーへの参加・学習経験があることが望ましい。) 
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(2) 本委託業務は，市町村と連携・協働して実施することとしている。そのため，実施

に当たり，市町村担当者等も交えて必要な協議や打合せ等を行う。 
(3) 以下については県と協議の上，決定・実施する。 
ア 地域住民を対象とした啓発イベントの開催 
・ 開催（実施）日時，会場，内容 
・ 司会者や講演等の出演者，コーディネーター，事例発表を行う地域推進員 
・ ポスター・チラシ，アンケート用紙，当日のプログラム等の配布する印刷物 
・ 当日の展示物（パネル等） 

イ 市町村長を対象とした自治体トップセミナーの開催 
・ 開催（実施）日時，会場，内容 
・ 司会者，基調講演の講師，パネルディスカッションの登壇者 

・ アンケート用紙，当日のプログラム等の配布する印刷物 
・ 当日の展示物（パネル等） 

ウ 様々な広報媒体を活用した効果的な普及啓発 
・ 利用する広告媒体，広告ターゲットの設定，広告期間・頻度の調整 
・ 男女共同参画・ジェンダー平等の推進に向けたキャッチフレーズの内容及び活 
用方法 

 (4) その他本仕様書に定めのない事項については，県と協議して決定する。 
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【参考】 

用語 解説 

男女共同参画社会 

すべての人々が，その人権を尊重され，性別にかかわり
なく，その個性と能力を十分に発揮することができる社会
であり，男女共同参画社会基本法第 2条第 1号においては，
「男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によっ
て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確
保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社会的及び
文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担う

べき社会」と定義されている。 

固定的な性別役割分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決め
ることが適当であるにもかかわらず，「男は仕事・女は家
庭」，「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のよう
に，男性，女性という性別を理由として，役割を固定的に
分ける考え方のこと。(国第５次男女共同参画基本計画か
ら) 

無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス） 

誰もが潜在的に持っている思い込みのこと。育つ環境，
所属する集団の中で無意識のうちに脳にきざみこまれ，既

成概念，固定観念となっていく。（国第５次男女共同参画
基本計画から） 

 

   

【参考 URL】 

・第４次鹿児島県男女共同参画基本計画 
https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/topics/2470/ 

  ・第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～ 
（内閣府男女共同参画局） 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th-2/index.html 
・鹿児島県男女共同参画地域推進員制度 

https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/study/promoter/ 
・かごしまジェンダー平等推進ポータルサイト 

https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/ 
・鹿児島県ジェンダー平等推進のシンボルデザイン 

https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/project/design/ 
・県作成のジェンダー平等推進に関する啓発動画 

https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/topics/2092/ 

 

https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/topics/2470/
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th-2/index.html
https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/study/promoter/
https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/
https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/project/design/
https://www.gender-e.pref.kagoshima.jp/topics/2092/

